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1 6 企画政策課 広域行政推進事業

単独自治体では解決できない広域的な行政課題への対応や、住

民サービスの向上、地域の活性化、行政の効率化・能率化を図

るため、既存の協議会等により、スケールメリットを活かした

広域連携施策の調査研究及びその推進を図ります。

既存の2市1町（藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町）、1市1町（茅ヶ崎

市・寒川町）の取り組みをはじめ、基本施策「地域におけるネッ

トワークの強化」のための他の地方公用団体との連携体制を構築

することが出来る。

●

2 2 広報戦略課 広報活動事業

広報紙、町ホームページ、メール配信サービス、広報板、ＳＮ

Ｓ（ツイッター、フェイスブック、インスタグラム等）、テレ

ビ放送、エフエム放送、報道機関など様々な媒体を活用し、行

政の施策や事業など町の情報提供を行います。

広報紙およびホームページにて、自殺防止に関する周知、啓発を

することができる。

●

3 10 総務課 職員研修事業

職員人材育成基本方針「さむかわ職員育成プラン」に掲げる

「あるべき職員像」の育成を図るため、各研修の優先度を踏ま

えながら年間の研修計画を立案し、階層別研修、専門研修等を

実施します。また、職員の理解力・発信力の強化と職員間のコ

ミュニケーション強化（想いの共有）を目的として、庁内講師

の育成と活用を新たに進め、職員の資質向上を図ります。

職員研修（特に新採用職員）の1コマとして、自殺対策に関する講

義を導入することで全庁的に自殺対策を推進するためのベースと

なり得る。

●

4 15 施設再編課 公共施設更新等事業

町の財政状況を鑑み、現在の町有地の利用状況等のほか、町有

施設等の維持補修費用や活用方法について検討を行った上で、

費用対効果を考慮し、施設等の更新、処分に向けた取り組みを

実施します。

 なし(自殺対策の視点を加えた事業を展開することは難しい）ただ

 し、講座等開催時に自殺対策に関するチラシや啓発物品等の配布

に協力することはできる。

●

5 138 協働文化推進課 自治会活動支援事業

地域コミュニティである自治会の活動を支援するため、自治会

長連絡協議会への支援や自治会の加入促進に対する協力、地区

集会所の運営を補助を行います。また、行政連絡会議等を通

じ、行政への協力依頼も併せて行います。

町民の方を対象としたゲートキーパー養成講座がある際に、自治

会に周知をすることは可能です。

● ●

6 139 協働文化推進課 協働事業提案制度推進事業

地域の身近な公共的課題などの解決のために、町民と町が協力

し役割分担して行う協働事業を提案していただき、採択された

事業に対して事業協力（補助）を行います。当該計画期間中に

ついては、（仮称）町民討議会を開催するなど協働の担い手と

なる新たな人材の発掘の取り組みや、試行期間（H27～H29）に

おける課題を踏まえた制度の見直しを中心に進めます。

自殺対策を目的としたボランティア団体等による協働事業の提案

がある場合、その事業が採択されると補助金が交付されます。

●

7 146 協働文化推進課 住民活動促進事業

寒川町町民ボランティア等登録制度に基づき、町内において活

動するボランティア団体等の登録を行い、広報やホームページ

で団体等やその活動などをＰＲするとともに、町民のまちづく

りへの参加を促進します。また、団体の活動促進や情報共有を

目的として町内ＮＰＯ法人も含めた情報交換会を開催します。

町民の方を対象としたゲートキーパー養成講座がある際に、町民

ボランティア団体等登録制度登録団体等、町内ＮＰＯ法人に周知

をすることは可能です。

● ●

8 149 協働文化推進課 男女共同参画推進事業

「さむかわ男女共同参画プラン」の進行管理に努めます。ま

た、職場、地域、家庭へプランを周知するとともに、講演会等

をはじめ、さまざまな機会を通じて意識づくり及び人材育成を

図り、女性リーダーの登用、活用促進につなげます。

講座等開催時に自殺対策に関するチラシや啓発物品等の配布に協

力することはできる。

●

9 155 協働文化推進課 生涯学習振興事業

様々な媒体を活用した情報提供体制を整備し、各種講座やイベ

ント等を開催し、町民の生涯学習機会の拡充を図ります。

講座等開催時に自殺対策に関するチラシや啓発物品等の配布に協

力することはできる。

●

10 112 町民安全課 防災活動充実事業

防災講演会や町イベント時における防災対策啓発用パンフレッ

トの配布によって防災意識の高揚を図るとともに、避難所ごと

の避難所運営マニュアルの作成支援やマニュアルに沿って実施

する訓練の充実化に向けた支援を行います。

町は、避難所において、町民が精神的な苦痛や悩みを解決できる

ようカウンセラーを置いて支援体制の整備に努める。

●
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11 131 町民安全課 交通安全活動事業

町民の交通安全意識の高揚を図るために、各種交通安全キャン

ペーンや広報活動等を継続的に行い、特に小学生の時から交通

安全に対する意識を習慣づけるとともに、高齢者の交通安全対

策を図ります。

・各種交通安全関係団体の方々にゲートキーパー研修を受講して

もらうことにより、自殺に傾く方に対し、早期対応を図れる可能

性がある。

・ 町民相談担当と連携し、交通事故を起こしてしまったり、被害

にあってしまったりした際に、ひとりで悩むことがないよう、相

談先等の情報を提供することができる。

● ●

12 135 町民安全課 防犯対策推進事業

犯罪抑止を図るため、防犯に対する意識啓発、防犯アドバイ

ザーによるパトロールや講話、職員による青色回転灯装備車で

の町内走行、公共施設への防犯カメラの設置などを行う。

・ 町民相談担当と連携し、高額な振込詐欺などの犯罪被害にあっ

てしまった際にひとりで悩むことがないよう、相談先等の情報を

提供することができる。

●

13 69 町民窓口課 犯罪被害者等見舞金支給事業

自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、人の生命又

は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた町民の遺族

又は傷害を受けた町民を支援するため見舞金を支給します。

犯罪被害にあわれてひとりで悩むことがないよう、相談先等の情

報を提供することができる。

●

14 151 町民窓口課 人権啓発事業

団体等が主催する人権啓発講演会や人権学校等の研修会への職

員参加を進めるとともに、町人権擁護委員会の活動と連携しな

がら啓発活動を実施します。併せて、人権啓発活動実施団体の

活動支援等を行います。

人権擁護委員会の啓発活動の中で、自殺対策に関する相談先の周

知など併せて行える可能性がある。

●

15 66 福祉課 社会福祉協議会補助事業

企画広報事業、地域福祉活動事業、権利擁護事業やボランティ

ア活動事業等、地域福祉を推進する事業を実施している社会福

祉協議会に対し補助金を交付し、地域福祉が推進するよう必要

な助言等を行い、連携を図る。

社協職員にゲートキーパー研修を行うことで、生活相談や就職等

の相談対応において、自殺対策の視点も加えて、問題を抱えた地

域住民の早期発見と支援の推進を図ることができる。

● ●

16 94 福祉課 コミュニケーション支援事業

手話通訳者等の派遣や点字プリンターの活用など、コミュニ

ケーション手段の充実を図ります。

手話通訳者等にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、対

象者の抱える自殺リスクに早期に気づき、必要時には適切な機関

へつなぐ等、気づき役、つなぎ役としての役割を担えるようにな

る可能性がある。

●

17 96 福祉課 就業・就労支援事業

一般就労に向けて作業所等に通所する障がい者に対して交通費

を助成するとともに、自立訓練等を利用している方に訓練費を

支給します。

また、障害者の就労の場の確保と職場定着を支援する障害者地

域就労援助センター事業助成を2市1町で行います。

職員等にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、障害者の

抱える様々な問題に気づき、適切な支援先へとつなげる上での最

初の窓口となり、自殺リスクの軽減に寄与し得る。

●

18 97 福祉課 地域活動支援センター機能強化事業

障がい者等が地域で自立した日常生活及び社会生活を営むこと

が出来るような環境づくりを目指し、障がい者等に対し創作的

活動及び生産活動の機会の提供を行います。

職員等にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、障害者の

抱える様々な問題に気づき、適切な支援先へとつなげる上での最

初の窓口となり、自殺リスクの軽減に寄与し得る。

●

19 106 福祉課 相談支援事業

障がい者が自立した生活を送ることができるよう、制度利用や

日常生活上の相談等を受け、必要な情報を提供するための相談

窓口を開設します。

相談所で相談対応にあたる職員に、ゲートキーパー研修を受講し

てもらい、自殺対策の視点についても理解してもらい、問題を抱

えている場合には適切な窓口へつなぐ等、相談対応の強化につな

がり得る。

●

20 137 福祉課 保護司会活動支援事業

安全安心に暮らせる地域づくりを目指すため、茅ヶ崎地区保護

司会、寒川地域保護推進会へ補助金を交付し、保護司会員の研

修や社会を明るくする運動、更生保護活動、犯罪予防活動の支

援。

保護司の方にゲートキーパー研修を行うことで、対象者が様々な

問題を抱えている場合には、適切な支援先へつなぐ等の対応が取

れるようになる可能性がある。

●

21 72 高齢介護課 高齢者生きがいづくり等支援事業

シニアクラブの会員相互の親睦や地域での生きがいと健康づく

りの推進のため、シニアクラブ連合会及び各シニアクラブの活

動の活性化を支援します。

講習会や研修会で自殺問題に関する講演ができれば、住民への問

題啓発と研修機会となりうる。

●

22 73 高齢介護課 シルバー人材センター支援事業

寒川町シルバー人材センターの機能充実・支援を推進し、高齢

者の社会参加の場の確保と生きがいや社会貢献の推進を図りま

す。

講習会や研修会で自殺問題に関する講演ができれば、住民への問

題啓発と研修機会となりうる。

●

23 75 高齢介護課 高齢者在宅福祉サービス事業

在宅生活が困難である高齢者等が安心して生活が送れるよう、

必要に応じた各種支援を行います。

サービス提供の機会を利用し、高齢者の生活実態を把握すること

で、孤独死等の予防を図ることができる。

●

24 77 高齢介護課 老人保護措置事業

身体上・精神上・環境上及び経済的理由により、居宅で生活す

ることが困難な高齢者に生活の場所の確保と安定した生活を提

供するため、養護老人ホームへの入所措置を行います。

老人ホーム等の必要な支援先確保により、孤独死等の予防を図る

ことができる。

●



25 58 高齢介護課（特会） 介護予防事業（特会）

要介護・要支援認定者数の抑制や高齢者の生活の質の向上を図

るため、高齢者の心身機能の改善や社会参加を促すための各種

介護予防事業を実施します。

介護予防を目的とした教室の開催は、本人の健康維持、通いの場

の提供といった要素を含んでおり、自殺に対する住民への啓発と

周知の機会となりうる。

●

26 110 高齢介護課（特会） 包括的支援事業・任意事業〈特会）

介護予防ケアマネジメントや在宅医療・介護連携の推進のほ

か、認知症施策の推進や生活支援・介護予防の整備、地域にお

ける課題抽出を行うことで、地域包括ケアシステムの構築を進

めます。

包括支援センター運営事業における総合相談業務や権利擁護業務

は、日常的に高齢者やその家族と接し、その課題、悩みについて

の支援を行っており、自殺に対する住民への啓発と周知の機会と

なりうる。

●

27 88 子育て支援課 母子保健事業

安心して妊娠・出産・育児ができ、さらに、支援の必要な母子

等が不安の解決策を得られるよう、各種教室、相談、健診、訪

問事業など妊娠期から切れ目ない支援を行います。また、妊婦

健診費用の公的負担を拡充した妊婦健診費用補助券を発行し、

出産までにおける経済的負担の軽減を図ります。

保健師や臨時職員等を対象に、自殺のリスクや支援のポイント等

に関する情報提供を行うことで、本人や家族との接触時に状態を

把握し、問題があれば関係機関につなげる等、自殺対策を踏まえ

た対応の強化を図る.

● ●

28 89 子育て支援課 う蝕予防対策事業

２歳児歯科相談健診でフッ素入りハミガキジェルと幼児用ハブ

ラシを配布し、ブラッシング指導を強化するとともに、食事に

ついての栄養教育を実施します。また、父親母親教室、７か月

児相談で口腔衛生小冊子を配布し、口腔衛生の啓発を実施しま

す。

・2歳児歯科健診　子どもに対する歯科検診を、家庭の生活状況や

抱える問題等を把握する貴重な機会ととらえ、（う蝕の多い子ど

もは問題のある家庭の率が高いとされている）貧困家庭への支援

や虐待防止等の各種施策と連携し、支援を行うことが可能。

● ●

29 91 保育・青少年課 保育環境充実事業

認可保育所や認可外保育施設、私立幼稚園に給付費や補助金を

支出することにより、保育所の設備及び運営基準の維持、事業

の充実や児童の処遇改善、保育サービスの供給増加等を図りま

す。

窓口等で保護者から相談があった場合や保育所等からの情報が

あった場合、適切な機関につなぐ等気づき役やつなぎ役として役

割を担える可能性がある。

● ● ●

30 186 保育・青少年課 青少年育成事業

青少年の健全育成に向け、幅広い年齢層が多数参加できる事業

を開催し異年齢交流を図ります。さらに地域活動や研修等によ

り指導員やリーダーの育成を図るとともに、青少年活動を支援

します。

青少年問題協議会、青少年指導員連絡協議会、青少年環境浄化推

進協議会において、青少健全年育成に関する取り組みを各種行っ

ており、自殺対策の視点を加えた事業を展開することは可能であ

る。

●

31 55 健康・スポーツ課 健康増進事業

健康維持や生活習慣病予防に関心を持ち、適切な保健行動がと

れるよう健康手帳の交付、各種健（検）診を行うとともに、健

康についての正しい知識を得ることで健康に対する心配や不安

を解消するため、健康教育等の事業を対象者へ周知・勧奨しま

す。

成人の健康診査（健診時に睡眠や休養について聞き取りしてい

る。）

●

32 196 産業振興課 商工業支援プログラム推進事業

商工業者に対する総合的な支援体制の整備に向けた検討を行

い、商工会などと連携し、起業、創業、経営相談、情報提供、

基盤整備、経営の安定や合理化等に資する支援を行うととも

に、支援策の充実を図ります。

商工会と連携し事業者に対してゲートキーパー講座を推進するこ

とは可能だと考える。

● ●

33 202 産業振興課 就労対策事業

求職者の支援や地域の労働力の需要に対応するため、広域連携

による就職説明会等を開催します。さらに、若者の職業的自立

や勤労者の不安等の解消を目的として各種講座等を開催しま

す。また、就労支援ネットワーク会議を中心に障がい者雇用に

向けた連携強化を図ります。

労働団体と連携しゲートキーパー研修を開催または、団体の活動

として推進することは可能と考える。

●

34 32 環境課 美化運動推進事業

町内一斉の清掃活動や自主的な環境美化活動の取組を進め、生

活環境の保全と美化意識の高揚を図ります。

広報やキャンペーンで条例のＰＲを行い、モラルと美意識の向

上を促進します。さらに、住環境を阻害するような迷惑行為を

防止を図ります。

美化運動を通して地域住民同士の見守り・繋がりを推進し地域

ネットワークを通し早期に異変等の発見に繋げ自殺防止を図る。

●

35 33 環境課 動物対策事業

狂犬病を予防するため犬の登録の推進と狂犬病予防注射の接種

率の向上を図ります。また、快適な生活環境を推進するため猫

の避妊、去勢手術費の助成や、有害鳥獣の捕獲檻の貸出、スズ

メバチの駆除、動物の適正な飼養方法の周知等を行います。

ペットの愛護等をとおして、心の支えとすることで生き甲斐づく

りを推進し自殺を防止する。

●



36 46 環境課 環境活動推進事業

環境基本計画に基づき、環境教育・学習機会の提供を推進する

とともに、環境団体と連携した取り組みを進めていきます。

環境学習に参加することにより、各世代間の繋がりや生き甲斐づ

くりを推進する。

●

37 34 環境課 公害防止対策事業

町民の健康及び快適な生活環境の保全を図るため、町内事業所

と協定を締結し、研修会の開催や適正な管理指導・助言を行い

ます。また、大気、水質、地盤沈下の調査を実施するととも

に、環境保全に係る情報提供や啓発を行います。

騒音や悪臭等、公害によるトラブルや悩みは精神疾患の悪化に繋

がり自殺を誘発する要因の一つと言える。公害を把握し防止する

ことでこれらの変化に早期に気づき自殺防止に繋げる。

●

38 35 教育総務課 社会教育振興事業

指定管理者と円滑な連携を図り、公民館を地域の学びの拠点と

して、あらゆる世代を対象とした様々な分野の事業を開催し、

文化教養の向上や地域づくりのための学習機会、学習の場、成

果発表の場等を提供します。

なし(公民館講座は指定管理者が運営しており、教育総務課が講座

等を主催していないため、計画的に自殺対策の視点を加えた事業

展開については今後、指定管理者と協議していく）

●

39 158 教育総務課 図書館サービス向上事業

生涯学習の情報拠点として図書館サービスを提供するととも

に、利用しやすい図書館運営をめざし、指定管理者と円滑な連

携を図り、町民ニーズを把握しながら図書館利用の拡大を図り

ます。

学校に生きづらいと思っている子どもたちにとって「安心して過

ごせる居場所」となり得る可能性もある。

● ●


